
亀山市告示第７５号 

亀山市特別の理由による任意予防接種費用助成金交付要綱の一部を改正する告示を次

のように定める。 

令和８年３月３１日 

亀山市長  櫻 井 義 之 

 

亀山市特別の理由による任意予防接種費用助成金交付要綱の一部を改正する告示 

 

亀山市特別の理由による任意予防接種費用助成金交付要綱（平成３０年亀山市告示第

１３６号）の一部を次のように改正する。 

別表ＤＰＴ３種混合の部助成金の額（消費税及び地方消費税を含む。）の欄中「７，

９９７円」を「１１，６７１円」に、「５，７４２円」を「９，４１６円」に改め、同

表ＤＰＴ２種混合の部助成金の額（消費税及び地方消費税を含む。）の欄中「７，７６６

円」を「９，０３１円」に、「５，５１１円」を「６，７７６円」に改め、同表子宮頸

がん予防の部児童・生徒（２価・４価）の項及び長期疾患：児童・生徒（２価・４価）

の項を削る。 

附則第２項中「令和８年３月３１日」を「令和１２年３月３１日」に改める。 

附 則 

この告示は、令和８年４月１日から施行する。ただし、附則第２項の改正規定は、

公表の日から施行する。 

 


